
 

令和３年４月２３日 
北沢総合支所街づくり課 

 
放射２３号線沿道地区地区計画（素案）について 

 
１ 主旨 

本地区は、「世田谷区都市整備方針（平成２７年４月）」において、街づくりを優先的に

進めるアクションエリアである代田橋駅周辺地区及び明大前駅周辺地区に含まれており、

その中で「都市計画道路の放射２３号線の整備にあわせ、沿道の不燃化や土地利用、周辺

の住環境との調和など、沿道の街づくりを検討する。」としている。 
現在は、本地区内の放射２３号線全線が事業認可され、東京都により道路整備事業が

進められている。 
このような状況のもと、区では、平成２７年７月より、放射２３号線沿道にお住まいの

方などとともに、放射２３号線沿道地区街づくり懇談会を１２回開催し、平成３０年に

策定した明大前駅周辺地区及び代田橋駅周辺地区地区街づくり計画を基本としつつ、放

射２３号線沿道の一体的な街づくりを実現するために、地区計画の策定や用途地域の変

更に向けた意見交換を重ねてきた。 
このたび、「放射２３号線沿道地区地区計画」（素案）等を取りまとめたので報告する。 

 
２ 対象地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地区計画予定区域 

（放射２３号線沿道地区） 
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３ これまでの経緯 
平成２７年 ７月 第１回放射２３号線沿道地区街づくり懇談会開催 

１２月 放射２３号線（世田谷区大原２丁目～杉並区和泉２丁目）の 
事業認可 

平成３０年 ３月 明大前駅周辺地区地区街づくり計画決定・告示 
 ９月 代田橋駅周辺地区地区街づくり計画決定・告示 

令和 ２年１１月 第１２回放射２３号線沿道地区街づくり懇談会開催 
 
４ 地区計画（素案）について【別紙１】 

（１）名称 放射２３号線沿道地区地区計画 
（２）位置 世田谷区大原二丁目、羽根木二丁目及び松原一丁目各地内 
（３）面積 約５．９ｈａ 
（４）地区整備計画 
 ①建築物等に関する事項：用途の制限、高さの最高限度、形態又は色彩その他の意匠 

の制限、垣又はさくの構造の制限 

 ②土地の利用に関する事項 
 

５ 関連する都市計画の変更【別紙２】 
（１）用途地域の変更〔東京都決定〕 
（２）高度地区の変更〔世田谷区決定〕 

 
６ 地区計画素案説明会について（予定） 
 （１）開催日時 令和３年６月２５日（金）１９：００～２０：３０ 
 （２）開催場所 下北沢小学校（大原１丁目４番６号） 
 
７ 今後のスケジュール（予定） 

令和 ３年 ６月 地区計画（素案）説明会開催 
       ８月 都市計画審議会（１６条予告） 

９月 都市計画法第１６条による地区計画（原案）の公告・縦覧及び 
説明会開催 

      １０月 都市計画審議会（１６条報告・１７条予告） 
１１月 都市整備常任委員会（案の報告） 

      １１月 都市計画法第１７条による地区計画等（案）の公告・縦覧 
      １２月 都市計画審議会（諮問） 

令和 ４年 ２月 東京都都市計画審議会付議（東京都市計画用途地域の変更） 
３月 都市整備常任委員会（決定の報告） 

 ３月 都市計画決定・告示 
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東
京

都
市

計
画

地
区

計
画

の
決

定
（
世

田
谷

区
決

定
）
 

都
市

計
画

放
射

２
３

号
線

沿
道

地
区
地

区
計

画
を

次
の

よ
う

に
決
定

す
る

。
 

名
 

 
称
 

放
射

２
３

号
線

沿
道

地
区

地
区

計
画
 

 
位

 
 

置
※
 

世
田

谷
区

大
原

二
丁

目
、

羽
根

木
二
丁

目
及

び
松

原
一

丁
目

各
地
内
 

 
面

 
 

積
※
 

約
５

.９
ｈ
ａ

  

地
区

計
画

の
目

標
 

 
本

地
区

は
、

世
田

谷
区

の
北

東
部
、

東
京

都
市

計
画

道
路

幹
線
街

路
環

状
第

７
号

線
の

西
側
で

、
東

京
都

市
計

画
道

路
幹
線

街
路

放
射

第
２

３
号

線
（

以
下

、「
放
射

２
３

号
線
」

と
い
う

。）
の
沿

道
に

位
置
し

て
い
る

。
本

地
区

を
含

む
地

域
一
帯

は
、

京
王

電
鉄

京
王

線
の
代

田
橋

駅
及

び
明

大

前
駅

か
ら

徒
歩

圏
内

に
あ

り
、

ま
た
「

世
田

谷
区

都
市

整
備

方
針
（

平
成

２
７

年
４

月
）」
（

以
下

、
「
都

市
整

備
方

針
」

と
い
う

。）
に
お

い
て

「
み

ど
り

の
拠

点
」

に
位

置
づ

け
て

い
る
和

田
堀

給
水

所
が

あ
る

な
ど
、

低
中

層
の

住
宅

を
主

体
と
す

る
閑

静
な

住
宅

地
を

形
成
し

て
い

る
。
 

 
都

市
整

備
方

針
に

お
い

て
本

地
区
は

、
街

づ
く

り
を

優
先

的
に
進

め
る

地
区

で
あ

る
ア

ク
シ
ョ

ン
エ

リ
ア

に
位

置
づ

け
て
お

り
、
「
都

市
計

画
道

路
の

放
射

２
３

号
線

の
整

備
に

あ
わ
せ

、
沿

道
の

不
燃

化
や

土
地
利

用
、

周
辺

の
住

環
境

と
の
調

和
な

ど
、

沿
道

の
街

づ
く
り

を
検

討
す

る
。
」
と

し
て

い
る

。
 

 
こ

う
し

た
地

区
の

状
況

を
踏

ま
え
、

周
辺

の
良

好
な

住
環

境
に
配

慮
し

つ
つ

、
生

活
利

便
施
設

が
適

切
に

立
地

し
た

、
み
ど

り
豊

か
で

潤
い

の
あ

る
街

づ
く

り
を

進
め

る
。
 

区 域 の 整 備 、 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 

土
地

利
用

の
方

針
 

本
地

区
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
土
地

利
用

の
方

針
を

定
め

る
。
 

１
 

幹
線

沿
道

地
区
 

幹
線

道
路

の
沿

道
に

お
け

る
土

地
利

用
を
踏

ま
え

、
事

務
所

・
店

舗
・
サ

ー
ビ

ス
施

設
等

が
立

地
し
た

防
災

性
の

高
い

健
全

な
市
街

地
の

形
成

を
図

る
。
 

２
 

住
商

協
調

地
区
 

 
 

身
近

な
商

業
地

と
し

て
の

土
地
利

用
を

踏
ま

え
、

住
宅

と
店
舗

・
事

務
所

等
が

調
和

し
た
健

全
な

市
街

地
の

形
成

を
図
る

。
 

３
 

住
宅

地
区

Ａ
 

住
宅

を
主

体
と

し
つ

つ
、

良
好

な
沿
道

環
境

を
形

成
す

る
和

田
堀
給

水
所

や
店

舗
・

事
務

所
等
が

立
地

し
、

低
中

層
と

中
高
層

の
建

物
が

調
和

し
た

街
並

み
の

形
成

を
図

る
。

 

４
 

住
宅

地
区

Ｂ
 

 
 

住
宅

を
主

体
と

し
つ

つ
、

日
常
生

活
に

密
着

し
た

小
規

模
な
店

舗
・

事
務

所
等

が
立

地
し
た

、
低

中
層

の
街

並
み

の
形
成

を
図

る
。
 

 
 

 

別紙１ 
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建
築

物
等

の
整

備
の

方
針
 

建
築

物
等

の
整

備
の

方
針

を
、

以
下
の

よ
う

に
定

め
る

。
 

１
 

良
好

で
健

全
な

市
街

地
の

形
成
を

図
る

た
め

、
建

築
物

等
の
用

途
の

制
限

を
定

め
る

。
 

２
 

周
辺

の
住

環
境

に
配

慮
し

つ
つ
、

良
好

な
街

並
み

の
形

成
を
図

る
た

め
、

建
築

物
等

の
高
さ

の
最

高
限

度
を

定
め

る
。
 

３
 

周
辺

の
住

環
境

と
調

和
し

た
良
好

な
街

並
み

の
形

成
を

図
る
た

め
、

建
築

物
等

の
形

態
又
は

色
彩

そ
の

他
の

意
匠

の
制
限

を
定

め
る

。
 

４
 

み
ど

り
豊

か
で

潤
い

の
あ

る
街
並

み
の

形
成

を
図

る
た

め
、
垣

又
は

さ
く

の
構

造
の

制
限
を

定
め

る
。
 

そ
の

他
当

該
地

区
の

整
備

、
開

発
及

び
保

全
に

関
す

る
方

針
 

１
 

み
ど

り
豊

か
で

潤
い

の
あ

る
街
並

み
の

形
成

を
図

る
た

め
、
樹

木
の

保
全

と
緑

化
を

促
進
す

る
。
 

２
 

環
境

に
配

慮
し

た
安

全
な

市
街
地

の
形

成
を

図
る

た
め

、
河
川

・
下

水
道

等
へ

の
雨

水
の
流

出
を

抑
制

す
る

施
設

の
整
備

を
促

進
す

る
。
 

地 区 整 備 計 画 

建 築 物 等 に 関 す る 事 項 

地
区

の

区
分
 

名
称
 

幹
線

沿
道

地
区
 

住
商

協
調

地
区
 

住
宅

地
区

Ａ
 

住
宅

地
区

Ｂ
 

面
積
 

約
０

．
７

ｈ
ａ
 

約
０

．
３

ｈ
ａ
 

約
３

．
５

ｈ
ａ
 

約
１

．
４

ｈ
ａ
 

建
築

物
等

の
用

途
の

制
限

※
 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

は
、

建
築

し
て
は

な
ら

な
い

。
 

１
 

風
俗

営
業

等
の

規
制

及
び

業
務

の
適

正
化

等
に

関
す
る

法
律

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

２
２

号
）

第
２

条
第

１
項

各
号

に
該

当
す

る
風

俗
営

業
の

用
に

供
す

る
も

の
並

び
に

第
６

項
各

号
及

び
第

９
項

に
該

当
す

る
性

風
俗

関
連

特
殊

営
業

の
用

に
供

す
る

も
の
 

２
 

建
築

基
準

法
（

昭
和

２
５
年

法
律
第

２
０

１
号

。
以

下
、「

法
」
と
い

う
。
）

別
表

第
二
（

ほ
）
項

第
二

号
に

規
定
す

る
射

的
場
、
勝
馬
投

票
券
発

売
所

、

場
外

車
券

売
場

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類
す

る
も

の
 

３
 

法
別

表
第

二
（

へ
）

項
第

三
号

に
規

定
す

る
ナ

イ
ト
ク

ラ
ブ

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
政

令
で

定
め

る
も

の
 

４
 

法
別

表
第

二
（

へ
）

項
第

五
号
に

規
定

す
る

倉
庫

業
を

営
む
倉

庫
 

５
 

法
別

表
第

二
（

と
）

項
第

四
号
に

規
定

す
る

危
険

物
の

貯
蔵
又

は
処

理

に
供

す
る

も
の

で
政

令
で

定
め

る
も
の
 

     

―
 

建
築

物
等

の
高

さ
の

最
高

限
度
 

 
建

築
物

の
高

さ
の

最
高

限
度

は
、
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。
 

―
 

２
８

ｍ
 

１
９

ｍ
 

１
６

ｍ
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１
 

１
 

建
築

物
等

の
形

態
又

は
色

彩
そ

の
他

の
意

匠
の

制
限

 

１
 

建
築

物
及

び
工

作
物

の
形

態
、
色

彩
、

意
匠

は
、

周
辺

の
街
並

み
と

の
調

和
を

図
る

。
 

２
 

屋
外

広
告

物
の

形
態

、
色

彩
、
意

匠
は

、
周

辺
の

街
並

み
に
配

慮
し

た
も

の
と

し
、

腐
朽
、

腐
食

又
は

破
損

し
や

す
い
材

料
を

使
用

し
て

は
な

ら
な

い
。
 

垣
又

は
さ

く
の

構
造

の
制

限
 

道
路

に
面

し
て

垣
又

は
さ

く
を

設
け
る

場
合

は
、

生
垣

又
は

フ
ェ
ン

ス
等

に
緑

化
し

た
も

の
と
す

る
。
 

た
だ

し
、

高
さ

が
０

．
６

ｍ
以

下
の
部

分
に

つ
い

て
は

こ
の

限
り
で

な
い

。
 

土
地

の
利

用
に

関
す

る
事

項
 

１
 

建
築

物
の

敷
地

内
に

お
け

る
樹
木

の
保

全
、

地
上

部
・

接
道
部

の
緑

化
、

建
築

物
の

屋
上
・

壁
面

等
の

緑
化

に
努

め
る
。
 

２
 

建
築

物
の

敷
地

内
に

お
い

て
、
雨

水
貯

留
浸

透
施

設
の

設
置
に

努
め

る
。
 

※
は

知
事

協
議

事
項
 

「
区

域
及

び
地

区
の

区
分

は
計

画
図
表

示
の

と
お

り
」
 

理
 

由
 
：
放

射
２
３

号
線
の

整
備
に

あ
わ

せ
て

、
周
辺
の

良
好
な

住
環

境
に

配
慮

し
つ

つ
、
生

活
利

便
施
設

が
適
切

に
立
地

し
た

、
み
ど

り
豊
か

で
潤
い

の
あ

る
街

づ
く

り
を

進
め
る

た
め

、
地

区
計

画
を

決
定

す
る

。
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 別紙２  
関連する都市計画の変更（用途地域、高度地区） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※用途地域の変更については、現在東京都と協議中です。 

28m3高
↓
3高

約0.0ha
(約270㎡)

準防火ー近商ア 80 300 ー

高度
地区

世田谷区決定

凡　例

面積
防火敷地面積の

最低限度
番号 用途

地域

②

③

東京都決定

建蔽率
(％)

容積率
(％)

高さの
限度

1高
↓

19m2高

1高
↓

19m2高

28m3高
↓

19m2高

19m2高
↓
3高

準防火

準防火

約0.0ha
(約230㎡)

準防火

約0.3ha

約1.4ha

準防火
約0.0ha
(約50㎡)

70㎡

70㎡

ー
↓
70㎡

70㎡
↓
ー

一低
↓
二中

一低
↓
一住

近商
↓
一住

一住
↓
近商

60

60

80
↓
60

60
↓
80

150
↓
200

150
↓
200

300
↓
200

200
↓
300

10m
↓
ー

10m
↓
ー

ー

ー

④

⑤

1高
↓
19m2高

準防火
約0.0ha
(約270㎡)

70㎡
一低
↓
一住

60
150
↓
200

10m
↓
ー

①

松原一丁目

羽根木二丁目

都水道局和田堀給水所

大原二丁目

線

東鉄
１０
付１
３

放
２
３

放５

６Ｍ

６Ｍ

２
５
Ｍ

４０Ｍ

２５
Ｍ

80

300

近商

3高

60

200

一住

19m2高

70㎡

60

150

一低

1高

70㎡

10m

60
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